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本指針を「川崎市上下水道局ウェブサイト」に掲載している。 

 

【検索手順】  

❶ 検索エンジンに「川崎

市上下水道局」と入力

しウェブサイトを開く 

 

❷ ウェブサイト上部の

タブ「事業者の方

へ」をクリックする 

❸ リストから「給水装

置関連」をクリック

する 

❹ 給水装置関連メニュ

が８項目表示される 

 

「給水装置設計施行

指針」をクリックす

る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※指針の本文に「・・は、局ウェブサイトに掲載する」「・・は、局ウェブサイトよりダウン

ロードすることができる」と記述がある書類は「事業者の方へ＞給水装置関連」を参照の

こと。 

 

※オンライン申請は、「事業者の方へ＞給水装置関連＞「各種申請（オンライン申請と書式の

ダウンロード）」を参照のこと。 

 

② 

③ 

給水装置関連 

④ 



 

「川崎市上下水道局ウェブサイト ＞ 事業者の方へ ＞ 給水装置関連」 

見出し一覧 

 

 

※「給水装置関連」の各種見出しは、掲載内容の更新に伴い変更等を行う場合がありますの

で、あらかじめご了承ください。 

 

・トピックス 

 

・工事申込窓口（サービスセンター） 

 ＞取扱業務及び所在地 

  ＞南部サービスセンター（所管：川崎・幸・中原区） 

＞中部サービスセンター（所管：高津・宮前区） 

＞北部サービスセンター（所管：多摩・麻生区） 

 

・給水装置資料室 

 ＞条例・規程 

 ＞要綱 

 ＞要領・基準 

 ＞施行指針 

 ＞指定器材に関する資料 

 ＞各種申請書 

 

・各種申請（オンライン申請と書式のダウンロード） 

 ＞1 給水装置工事に係る申請 

  ＞(1)オンライン申請 

  ＞(2)各種申請用書式のダウンロード 

  ＞申請に際しての注意点 

 ＞2 移管前提工事に係る申請 

  ＞(1)オンライン申請 

  ＞(2)各種申請用書式のダウンロード 

  ＞申請に際しての注意点 

 ＞3 道路占用工事に係わる申請 

  ＞(1)オンライン申請 

  ＞(2)各種申請用書式のダウンロード 

  ＞申請に際しての注意点 

 ＞4 指定給水装置工事事業者に係わる申請 

  ＞(1)オンライン申請 



  ＞(2)各種申請用書式のダウンロード 

  ＞申請に際しての注意点 

 ＞5 給水装置等の情報提供に係わる申請 

  ＞(1)オンライン申請 

  ＞(2)各種申請用書式のダウンロード 

  ＞申請手続き及び閲覧窓口 

 ＞6 器材承認に関する申請 

  ＞(1)オンライン申請 

  ＞(2)各種申請用書式のダウンロード 

  ＞申請に際しての注意点 

 ＞7 その他（所有者、水道メーターき損・亡失届、リモート式メーターからの変更） 

  ＞(1)オンライン申請 

  ＞(2)各種申請用書式のダウンロード 

  ＞申請に際しての注意点 

  

・給水装置情報の閲覧 

 ＞1 ウェブ公開 

 ＞2 申請について 

 ＞3 注意事項～上下水道局が保有する給水装置情報とその取扱い 

 

・給水装置設計施行指針 

  

・移管前提工事設計施行指針 

 

・ご案内 

 ＞水道利用加入金のご案内 

  ＞水道利用加入金 

 ＞二世帯住宅の共同住宅扱いについて 

  ＞「共同住宅等」で水道メーターを共用する場合の水道料金等について 
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